
四日市市告示第４７２号  

 四日市市身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱の一部を改正する要綱を次の

ように定める。  

平成２７年１２月７日  

四日市市長  田  中  俊  行  

 

四日市市身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱の一部を改正する要綱  

四日市市身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱（平成２１年告示第１７６号）

の一部を次のように改正する。  

 

 第１号様式を次のように改める。  

 

 



第１号様式（第３条関係） 

四日市市身体障害者訪問入浴サービス利用申請書 

四日市市長 
 
身体障害者訪問入浴サービスの利用について、次のとおり申請します。 
 

申請年月日     年  月  日  

申 

請 

者 

フリガナ   

生年月日   年  月  日  氏 名  

個人番号             

住 所 

四日市市 
 

電話番号      

フ  リ  ガ  ナ   続 柄  

利用申請に  

係る児童氏名  
 

生年月日   年  月  日  

個  人  番  号             

利 用 希 望      週    回 

世 帯 状 況 

氏 名 続柄 職業（勤務先）・連絡先等 

   

身
体
状
況
・
精
神
状
況
等 

視 力 普通 ・  見えにくい  ・ 困難 移 動 自力で可能 ･ 部分的に介助 ･ 全面的に介助 

聴 力 普通 ・ 聞こえにくい ・ 困難 排 泄 自力で可能 ･ 部分的に介助 ･ 全面的に介助 

ことば 普通 ・  話しにくい  ・ 困難 食 事 自力で可能 ･ 部分的に介助 ･ 全面的に介助 

床ずれ 無 ・ 有〔軽度 ・ 重度〕 入 浴 自力で可能 ･ 部分的に介助 ･ 全面的に介助 

おむつ 不要 ・ 時々使用 ・ 常時使用 着 替 え 自力で可能 ･ 部分的に介助 ･ 全面的に介助 

車いす 不要 ・ 時々使用 ・ 常時使用 （車いすに座っていること） 可能 ・ 不可能 

身体障害者手帳    級・障害名 

その他介護上の注意点、利用希望などの特記事項 
 

（添付書類）1 対象者本人及び扶養義務者の所得・課税証明書（控除額の明細等全て記載のあるもの。
同意により市で確認できる場合は不要） 

2 医師の診断書 
 



第５号様式を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第５号様式（第６条関係） 
 
 

四日市市身体障害者訪問入浴サービス利用申請書等記載事項変更届 
 
 
四日市市長 

   

  身体障害者訪問入浴サービス利用申請書及び身体障害者訪問入浴サービス受給者証の記載事項に

変更がありましたので、次のとおり届け出ます。 

申請年月日      年  月  日 

フリガナ  

生年月日   年  月  日 
受給者（保護者）

氏名 
  

個人番号             

住  所 

四日市市 
 
 

電話番号 

フリガナ  続 柄  

利用決定に係る 

児童氏名 
 

生年月日  年  月  日 

個人番号             

 

変更事項 

（該当に○を 

してください。） 

受給者に 

関すること 
①氏名  ②住所  ③連絡先  

受給者の児童に 

関すること 
④氏名  ⑤住所  ⑥連絡先  ⑦保護者との続柄 

そ の 他  

変更内容 

変 更 前  

変 更 後  

※ 変更した内容を証する書類を添付すること。 

 



第９号様式を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第９号様式（第 14 条関係）  

第     号 

年  月  日 

        様 

四日市市長        印 

 

四日市市身体障害者訪問入浴サービス事業者指定決定（却下）通知書  

 

   年  月  日付けで申請のあった訪問入浴サービス事業者の指定について

は、四日市市身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱第１４条の規定により、下記

のとおり決定（却下）したので通知します。  

記 

□ 指定を決定する。  

（1）指定事業者 

（2）事 業 所 名 

（3）指定年月日 

（4）事業者番号 

 

 

 

 

 

 

 

□ 指定を却下する。  

 却下理由  

 

 



附 則 

この要綱は、平成２８年１月１日から施行する。 

 

（健康福祉部障害福祉課） 


